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※今年度より会場が変更とな
　っている地区がありますの
　でご注意ください。
　

2月

3月

（昨年度）　　　（今年度）
香良洲公民館 → サンデルタ香良洲　

　津センターパレスと市内23カ所の出張会場で
申告相談会を開催します。
　申告相談会場では、税務署職員や市職員がアド
バイスをしながら、会場備え付けのパソコンで申
告書の作成をお願いしています。なお、出張会場
によってはご自身による手書き作成をお願いする
場合があります。
　また、「青色申告」や「損失申告」、「譲渡所得・
山林所得・先物取引に係る雑所得のある申告」、「初
めて住宅借入金等特別控除を受ける申告」、「亡
くなった人の申告」、｢相続等に係る生命保険契約
等に基づく年金の申告｣などは、出張会場では受
け付けることができませんので、津センターパレ
ス地下1階市民オープンステージ会場で申告して
ください。

◆津センターパレス会場
と　き　2月16日（木）～3月15日（木）9時～17時
ところ　津センターパレス地下1階市民オープン
　ステージ
※申告書の作成には時間を要しますので16時ま
　でにお越しください。土・日曜日を除きますが、
　2月19日（日）・26日（日）は開設します。
◆出張会場（市内23カ所）
とき・ところ　下記カレンダーのとおり
　午前の部…9時～12時、午後の部…13時～16時
※午前の部は混雑状況によって、これより早く受
　け付けを終了する場合があります
※八幡出張所・下之川出張所・伊勢地出張所は9時
　～11時30分、多気出張所・竹原出張所・太郎生
　出張所は13時30分～16時

所得税の確定申告と市民税・県民税の申告
問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

お知らせします

申告相談会場

申告に必要なもの

　印鑑（認め印）
　給与・公的年金等の源泉徴収票（金額に関係な
　くすべて必要です）
　営業・農業・不動産等の収支内訳書（できる限り
　ご自身で作成しておいてください）
　各種控除証明書等（国民年金保険、生命保険、
　地震保険の控除証明書、任意継続保険料領収
　証など）
　各種保険料納付済通知書等（国民健康保険、介
　護保険、後期高齢者医療保険）

・平成23年中の医療費領収証（必ず事前に集計
　を済ませておいてください）
　所得税が還付になる人は、申告者名義の口座番
　号が分かるもの
　昨年までにe－Taxを利用して申告した人は、利
　用者識別番号等の通知（市民税・県民税の申告
　の場合は不要）
※申告内容によっては、他に書類が必要となるこ
　とがあります。
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家族の人の税法上の扶養（16

歳未満を含む）に入っていま

すか？

収入の内容は？

① 公的年金収入のみで、そ

　 の合計が400万円以下

②１カ所からの給与収入の 

　 み

③ ①②以外

所得税額が増える人や還付を

受ける人は確定申告が必要です。

それ以外の人は、市民税・県

民税の申告をしてください

確定申告は不要です。ただし、所

得税の還付を受ける人は確定

申告をしてください。また、確定

申告をせず、控除の内容を変更

または追加する人は、市民税・県

民税の申告をしてください

年末調整を受けており、そ

の内容に変更や追加はあり

ませんか？

原則確定申告が必要です

申告は不要です平成23年中に収入がありま

したか？

確定申告は不要です。ただし、

所得税の還付を受ける人は確

定申告をしてください。また、

確定申告をしない人で、公的

年金および給与以外の所得が

ある人、または控除の内容を

変更・追加する人は、市民税・

県民税の申告をしてください

１カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所

得以外の各種所得の金額の合計が20万円を超える

２カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入

額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との

合計が20万円を超える

公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的

年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える

Ａ～Ｃ以外の人で、平成23年１年間の所得の合計が、

所得控除額の合計を超える

ある

ある

ない

③

①

②

Ａ～Ｄのいずれにも
該当しない

はいない

いいえ

◆私は申告が必要なの？という人は確認してみましょう

スタート

申告は不要です

申告の義務はありませんが、

市民税・県民税の申告をしな

いと、国民健康保険料や介護

保険料などの適正な算定がで

きなかったり、所得関係の証

明書がすぐに発行できないこ

とがあります

Ａ～Ｄのいずれかに
該当する

この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合もあります。
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次の A ～ D のいずれかに該当しますか？


